
新型コロナウイルス感染症対策危機克服会議に係る 

調査及び分析等業務に関する仕様書 

 

１ 委託業務名 

  新型コロナウイルス感染症対策危機克服会議に係る調査及び分析等業務 

 

２ 業務の目的 

  新型コロナウイルス感染症対策危機克服会議において、ＷＩＴＨコロナからＰＯ

ＳＴコロナを見据えた新しい産業戦略を構築するに当たり、調査及び分析等業務を

行う。 

 

新型コロナウイルス感染症対策危機克服会議について 

・京都府令和２年度５月補正予算で以下の会議体を設置。 

・【領域別会議】：商店街・小売業、伝統産業、観光、食、ものづくりの５つの領域ご

とに実施する会議。 

・【全体会議】：上記の５領域横断で実施する連携会議。 

・【事務局会議】：上記の領域別会議、全体会議の運営を統括し、その目的を実現する

ための実務者会議。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和３年３月１５日まで 

 

４ 委託業務の内容 

（１）先進事例の調査 

（２）事例・調査分析レポートの作成 

（３）危機克服会議全体のコーディネート及び対外発信 

（４）全体会議の実施、ファシリテート 

（５）ＷＩＴＨコロナ、ＰＯＳＴコロナ社会における京都の産業戦略案の作成 

（６）Ｆ／Ｓ調査やチャレンジプロジェクトの実施への協力 

（７）その他危機克服会議全体の運営に関する業務 

 

5  業務に係る留意事項 

（１）全般事項 

・専門性が高いコンサルタントチームを編成し対応すること。 

・会議体の設定、議題の設定、会議の位置づけ、全体スケジュール、体制図及び役割 



分担等をまとめた新型コロナウイルス感染症対策危機克服会議の実施計画を提案

すること。 

・新型コロナウイルス感染症対策危機克服会議運営業務受託者と連携し、会議の進

め方を打合せ、協調して業務に当たること。 

（２）先進事例の調査 

 ・グローバルネットワークを活用し、世界から参考事例等の情報を集め紹介するこ

と。 

（３）ＷＩＴＨコロナ、ＰＯＳＴコロナ社会における京都の産業戦略案 

 ・会議での議論、検討等を反映した内容とすること。 

（４）Ｆ／Ｓ調査及びチャレンジプロジェクトの成果 

 ・事業効果や実現性を高めるために協力すること。 

 

6 委託業務の成果物 

（１）現状と課題の分析や国内外の先進事例の調査結果 

（２）ＷＩＴＨコロナ、ＰＯＳＴコロナ社会における京都の産業戦略案 

（３）Ｆ／Ｓ調査及びチャレンジプロジェクト実施への協力実績  

 

7 納品場所 

  公益財団法人京都産業２１ 

 

8 個人情報の保護  

本委託業務を通じて取得した個人情報については、京都府個人情報保護条例に基

づき、適正に管理し、取り扱うこと。  

9 再委託の禁止  

受託者は、財団の承認を受けないで、再委託をしてはならない。  

ただし、協議のうえ財団が必要と認めた場合は再委託を行うことができる。 

 

10 調査等  

財団は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について

調査し、又は報告を求めることができるものとする。この場合において、受託者は、

これに従わなければならない。  

 

１1 成果品の利用及び著作権  



（１）受託者は、業務委託の成果品に対し、著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規

定する権利を業務完了、検査合格後に財団に無償譲渡するものとする。  

（２）受託者は、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。  

（３）受託者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成

果品に関して著作権侵害が主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものと

する。  

 

１2 瑕疵担保  

本業務完了後において、成果品に瑕疵が発見された場合は、財団の指示に従い、

必要な処置を受託者の負担において行うものとする。  

 

１3 損害賠償  

受託者は、本業務中に生じた受託者の責めに帰すべき諸事故に対して責任を負い、

損害賠償の請求があった場合には、受託者が一切を処理するものとする。 

  

１4 資料の貸与  

本業務において必要となる資料等は、必要に応じて受託者に貸与します。受託者

は借り受けた資料の適正な管理を行うとともに、本業務完了後速やかに返却するも

のとする。  

 

１5 特記仕様書  

受託者が、企画提案した内容については、本仕様書と併せ、本業務の特記仕様書

として取り扱うものとする。  

 

１6 完了報告及び検査  

受託者は、本業務を完了したときは、遅滞なく完了報告書を財団に提出し、財団

の検査を受けるものとする。  

 

１7 その他  

（１）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、

財団と受託者とが協議して定めるものとする。  

（２）本業務は財団の委託業務であり、業務の成果については財団に帰属する。 


